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劣
悪
の
中
で
働
く
外
国
人
労
働
者

人
権
侵
害
・
奴
隷
労
働
の
廃
絶
を

鳥
井
さ
ん
は
、
「
炎
の
オ
ル

グ
」
と
呼
ば
れ
、
外
国
人
・
移

住
者
の
権
利
保
護
の
草
分
け
で

あ
り
、
「
人
身
売
買
と
闘
う
ヒ

ー
ロ
ー
」
と
し
て
米
国
国
務
省

か
ら
表
彰
も
受
け
た
。
こ
れ
ま

で
の
実
践
か
ら
、
日
本
の
歪
ん

だ
移
住
労
働
者
へ
の
政
策
を
鋭

く
批
判
を
し
た
。
ま
た
、
日
本

人
は
外
国
人
労
働
者
へ
の
偏
見

が
あ
る
。
実
際
は
、
外
国
人
労

働
者
の
犯
罪
率
は
少
な
い
。
せ

っ
か
く
大
金
を
か
け
て
日
本
に

労
働
運
動
委
員
会
の
主
催

で
、
鳥
井
一
平
氏
（
移
住
者

と
連
帯
す
る
全
国
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
代
表
理
事
）
を
招
き
、

「
外
国
人
労
働
者
の
雇
用
状

況
と
今
後
の
課
題
」
を
テ
ー

マ
に
講
義
を
受
け
た
。
９
月

日
、
東
京
神
保
町
区
民
館

15の
会
議
室
を
満
席
に
す
る
35

人
が
詰
め
か
け
た
。

安
倍
政
権
は
、「
人
手
不
足
」

の
名
の
下
に
、
外
国
人
労
働

者
を
安
易
に
受
け
入
れ
、
事

を
足
そ
う
と
す
る
。
鳥
井
さ

ん
は
、
こ
れ
ら
を
含
め
、
ザ

ッ
ク
リ
と
見
解
を
た
だ
し
て

真
実
を
語
っ
た
。

ネ
ッ
ト
大
阪

JP
現
場
労
働
者
と
い
か
に
繋
が
る
の
か

来
て
犯
罪
を
犯
す
メ
リ
ッ
ト
は

な
い
。
一
部
を
取
り
上
げ
て
炎

上
さ
せ
る
輩
は
少
な
く
な
い
。

人
権
侵
害
・
奴
隷
労
働
の
語

り
は
辛
か
っ
た
。
「
時
給
３
０

０
円
、
毎
月
の
残
業
２
３
０
時

間
」
想
像
を
絶
す
る
。
布
団
を

リ
ー
ス
と
表
し
て
月
６
０
０
０

円
を
控
除
す
る
。
パ
ス
ポ
ー
ト

を
取
り
上
げ
帰
国
さ
せ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
実
態
の
改
善
な

し
に
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入

れ
は
で
き
な
い
。
政
府
は
来
年

４
月
か
ら
外
国
人
技
能
実
習
生

を
３
年
期
間
か
ら
５
年
期
間
に

延
長
さ
せ
る
。

な
い
。
労
働
運
動
を
枯
ら
せ
な

い
。９

月

日
、
「

ネ
ッ
ト
大

22

JP

阪
」
で
組
織
運
動
を
担
っ
て
い

る
川
越
俊
已
さ
ん
を
招
き
、「
JP

ネ
ッ
ト
大
阪
の
取
り
組
み
・
学

習
と
職
場
交
流
、
ニ
ュ
ー
ス
の

発
行

年
の
継
続
は
離
れ
た

40

感
覚
を
な
く
す
！
」
の
テ
ー
マ

で
報
告
を
受
け
た
。

全
逓
反
合
研
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
て
、
１
９
８
３
年
か
ら
２
０

１
１
年
ま
で
、
「
学
習
・
交
流

・
通
信
」
を
大
切
に
ニ
ュ
ー
ス

の
発
行
、
学
習
会
（
２
６
２
回
）

の
開
催
を
し
て
歴
史
を
作
っ
て

き
た
経
過
の
報
告
が
あ
っ
た
。

２
０
１
１
年
３
月
の
反
合
研
総

会
で
は
、
世
代
交
代
と
ニ
ュ
ー

ス
発
行
３
０
０
号
を
記
念
し
た

レ
セ
プ
シ
ョ
ン
を
開
き
、
反
合

研
ニ
ュ
ー
ス
か
ら
労
運
研
ニ
ュ

ー
ス
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
を
し
て

号
の
発
行
を
継
続
し
た
。

85
２
ヵ
月
に
１
回
の
会
議
と
ニ

ュ
ー
ス
発
行
の
こ
だ
わ
り
、
職

場
状
況
の
共
有
を
大
切
に
組
織

づ
く
り
を
続
け
る
。
退
職
者
も

職
場
状
況
は
手
に
取
る
よ
う
に

把
握
で
き
る
。
労
働
運
動
に
退

職
が
こ
と
を
痛
感
し
た
。

「
自
分
で
作
っ
た
運
動
で
な

け
れ
ば
組
織
は
で
き
な
い
」
の

思
い
で
、
「

ネ
ッ
ト
大
阪
」

JP

は
立
ち
上
が
っ
た
。
現
役
と
退

職
者
が
問
題
意
識
を
共
有
す
る

運
動
体
を
つ
く
る
。
「
退
職
し

た
か
ら
、
職
場
状
況
は
わ
か
ら

な
い
」
な
ど
自
信
た
っ
ぷ
り
に

答
え
る
仲
間
は
少
な
く
な
い
。

そ
れ
で
は
い
け
な
い
。
職
場
を

支
え
運
動
を
作
っ
て
き
た
財
産

を
失
っ
て
は
い
け
な
い
。
定
年

退
職
で
「
さ
よ
な
ら
」
は
い
け



東
京
メ
ト
ロ
駅
売
店
の
非
正
規
労
働

者
で
つ
く
る
全
国
一
般
東
京
東
部
労
組

メ
ト
ロ
コ
マ
ー
ス
支
部
が
、
正
社
員
と

の
賃
金
差
別
を
な
く
す
た
め
に
起
こ
し

た
裁
判
で
、
控
訴
審
の
証
人
（
原
告
本

人
）
尋
問
が
、
９
月

日

時

分
、

26

10

30

東
京
高
裁
で
開
か
れ
た
。

昨
年
３
月
に
東
京
地

裁
が
非
正
規
差
別
を
容

認
す
る
不
当
判
決
を
出

し
た
こ
と
に
対
し
、
控

訴
し
た
。
こ
れ
ま
で
２

回
の
口
頭
弁
論
（
東
京

高
裁
）
を
行
っ
た
。
そ

の
後
の
裁
判
は
昨
年
11

月
か
ら
今
年
７
月
に
か

け
て
非
公
開
の
進
行
協

議
を
４
回
開
い
て
き
た
。

約

カ
月
ぶ
り
に
公

11

開
の
法
廷
に
戻
っ
て
審

理
す
る
今
回
は
、
後
呂

支
部
委
員
長
の
証
人
（
原

告
本
人
）
尋
問
の
主
尋

問
（
組
合
側
弁
護
士
か

ら
の
尋
問
）
と
反
対
尋

問
（
会
社
側
弁
護
士
か

ら
の
尋
問
）
が
行
わ
れ

た
。
控
訴
審
に
お
け
る

ヤ
マ
場
と
い
え
る
重
要

な
法
廷
に
な
っ
た
。

証
人
尋
問
は
、
正
社

員
と
非
正
規
労
働
者
と

の
仕
事
内
容
に
違
い
が

な
い
こ
と
を
述
べ
、
い

か
に
非
正
規
労
働
者
が

差
別
に
よ
っ
て
生
活
苦

メ
ト
ロ
コ
マ
ー
ス

条
裁
判

20

人
間
と
し
て
扱
え
！

次
回
は
結
審

月

日

11

19

東
日
本
郵
政

条
裁
判
が
結
審

判
決
＝

月

日

20

12

13

諸
手
当
１
０
０
％
・
賞
与
の
完
全
支
給
を
勝
ち
取
る

ク
ス
・
長
澤
運
輸
事

件
）
を
見
て
か
ら
と

い
う
裁
判
長
の
意
向

で
６
月

日
の
進
行

18

協
議
を
挟
ん
で
８
月

２
日
に
結
審
を
予
定

し
て
い
た
。
し
か
し
、

弁
論
当
日
に
被
告
側

か
ら
裁
判
の
進
行
に

関
す
る
「
上
申
書
」

（
原
告
が
主
張
し
た

被
告
の
故
意
・
過
失

に
対
す
る
反
論
の
必

要
が
あ
る
）
の
提
出

が
あ
っ
た
。

「
裁
判
官
は
最
高
裁
ま
で
行

く
案
件
で
あ
り
、
十
分
な
主
張

と
立
証
を
踏
ま
え
た
上
で
最
高

裁
の
判
断
を
仰
ぎ
た
い
」
と
い

見
方
だ
と
弁
護
団
は
示
し
た
。

そ
の
た
め
に
１
期
日
設
け
る
こ

と
に
な
り
、
結
審
は
延
期
さ
れ

た
。
そ
し
て
、
９
月

日
、

26

15

時

分
、
東
京
高
裁
で
第
５
回

00
控
訴
審
（
結
審
）
は
、
当
該
組

合
と
支
援
者
で
傍
聴
席
を
埋
め

た
。
開
廷
し
て
裁
判
長
が
席
に

着
く
と
「
判
決
は

月

日
、

12

13

時
」
と
延
べ
、
判
決
日
を
確

14認
し
た
だ
け
の
法
定
に
な
っ

た
。閉

廷
後
は
裁
判
所
に
隣
接
す

る
弁
護
士
会
館
に

人
が
詰
め

60

か
け
報
告
集
会
を
開
い
た
。
冒

頭
、
日
置
郵
政
産
業
労
働
者
ユ

ニ
オ
ン
委
員
長
か
ら
、
「
労
使

の
合
意
な
く
正
社
員
の
待
遇
を

引
き
下
げ
る
こ
と
を
許
さ
な

い
。
私
た
ち
は
、
こ
の
裁
判
勝

利
で
、
労
使
合
意
を
し
た
と
言

わ
れ
る
正
社
員
待
遇
引
き
下
げ

は
違
法
な
ん
だ
と
明
ら
か
に
し

た
い
。
勝
つ
こ
と
に
よ
り
郵
政

だ
け
で
な
く
全
国
２
０
０
０
万

人
を
超
え
る
非
正
規
労
働
者
の

待
遇
改
善
を
勝
ち
取
り
た
い
」

と
力
強
く
挨
拶
を
し
た
。

裁判所へ発するシュプレヒコール

て
い
る
。
せ
め
て
毎
月
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
し
て

ほ
し
い
だ
け
な
の
で
す
」。

分
の
証
言
は
ま
さ
に
２

20
千
万
と
い
わ
れ
る
非
正
規
労

働
者
の
置
か
れ
た
現
状
を
訴

え
る
も
の
だ
っ
た
。
閉
廷
後

は
、
裁
判
所
前
で
報
告
会
を

開
き
、
裁
判
所
に
向
け
て
シ

ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
を
あ
げ
た
。

◆
第
４
回
控
訴
審
は
結
審
で
、

月

日
（
月
）

時

分

11

19

13.

30

（
８
１
２
号
法
廷
）

・
無
権
利
状
態
に
置
か
れ
て

い
る
か
を
訴
え
た
。

「
会
社
と
の
団
体
交
渉
で

会
社
は
私
た
ち
に
こ
う
言
い

放
っ
た
。『
い
ま
ど
き
路
頭
に

迷
う
社
員
が
い
る
の
か
』。
そ

の
と
き
は
、
驚
い
て
言
葉
を

失
い
ま
し
た
。
会
社
は
非
正

規
の
現
状
を
知
ろ
う
と
も
し

て
い
な
い
。
ま
っ
た
く
関
係

の
な
い
存
在
だ
と
思
っ
て
い

る
。
そ
の
言
葉
が
本
当
に
悔

し
か
っ
た
。
同
じ
仕
事
を
し

東
日
本
郵
政

条
裁
判
は
、
６
月
１

20

日
の
最
高
裁
判
決
（
ハ
マ
キ
ョ
ウ
レ
ッ

裁判所に隣接したの弁護士会館で開いた報告会


